
   

令和６年５月１４日 

 

令和６年度 大規模洪水を想定した訓練の実施について 

 

出水期を向かえるにあたり三次市では、大規模洪水を想定した訓練を、次のとお

り実施しますのでお知らせします。 

 

 

１ 令和６年度大規模洪水を想定した災害対策本部運営訓練 

【目 的】 

本市の災害対応体制の確認及び能力の向上を図るとともに、訓練にあわせた避

難情報等を発信し要配慮者利用施設への一斉避難訓練実施の呼びかけを行うこと

で、市民の防災意識の醸成を図る。 

【日 時】 

令和６年５月２９日（水）９時～１２時 

【場 所】 

  市役所本館３階会議室 ほか 

 

 

２ 令和６年度排水ポンプ車操作訓練 

【目 的】 

国・県・市が保有する排水ポンプ車を使用した合同訓練を実施し、出動時の円滑

な操作及び３者の緊密な連携体制の強化を図る。 

【日 時】 

令和６年６月３日（月）９時～１１時 

【場 所】 

灰塚ダム 才の峠広場（三次市三良坂町灰塚 1650） 

 

 

 

 

 

広島県三次市 

危機管理監  危機管理課 （担当：山田・伊藤） 

TEL：０８２４-６２-６１１６ FAX：０８２４-６２-２９５１ 



令和６年度洪水想定本部運営訓練の実施について 

 

 

令和６年５月９日 

危 機 管 理 監 

 

 

１ 目的 

出水期を向かえるにあたり,災害対策本部運営訓練を実施し，本市の災害対

応体制の確認及び能力の向上を図るとともに，訓練にあわせた避難情報等を発

信し要配慮者利用施設への一斉避難訓練実施の呼びかけを行うことで，市民の

防災意識の醸成を図る。 

 

２ 日程 

  令和６年５月２９日（水）９時～１２時 

  なお，訓練の実施にあたり別途システム操作研修を実施する。 

 

３ 場所 

  市役所本館３階会議室 ほか 

 

４ 内容 

  風水害を想定したブラインド型の状況付与による災害対策本部運営訓練を

実施することとし，内容は下記のとおりとする。 

⑴ 組織体制の機能強化 

気象状況が悪化した際に，迅速な災害対策本部室の設営ができるよう， 

機器等の設置手順確認を行う。 

被害情報や対応状況について，広島県防災情報システム等のツールを用

いた全庁的な情報共有の円滑化を図る。 

特に機構改革を踏まえ支所部との連携体制の確認を行う。 

⑵ 関係機関等との相互連携 

国・県等との市長ホットラインや，協定締結企業への協力要請方法の確認 

を行うことで，関係機関との連携強化を図る。 

⑶ 市民の防災意識の向上 

避難情報を複数手段で発信することで，幅広く市民へ情報伝達を行うほ

か，自主防災組織や学校施設を含めた要配慮者利用施設へ避難訓練の実施を

呼びかけるなど，防災啓発を行う。 

 

５ 参加者（予定） 

【庁内】 

市長，三次市災害対策本部各部長及び副部長，総括部，現地対策部，厚生部，

教育部，支所部 

【庁外】 

三次河川国道事務所，ダム管理事務所，自衛隊，警察，消防，県，協定企業，

自主防災組織，要配慮者利用施設（小中学校を含む） 等 

 

 

 



訓練概要（調整中） 

項目 実施内容等 

災害対策本部

設置運営訓練 

・気象状況の悪化に伴う避難情報の発令 

・災害対策本部室（本館３階会議室）のレイアウト確認 

・県防災情報システムや Web 会議システムを用いた災害対

策本部内での情報共有 

・被害状況等を踏まえた自衛隊・緊援隊派遣要請 

ホットライン

確認訓練 

・人事異動等を踏まえ，市長ホットラインの再確認を実施

（三次河川国道事務所，県，広島気象台長 等） 

市民への情報

発信訓練 

・音声告知放送，防災メール，市公式 LINE 等による避難情

報の発信，災害への備えの呼びかけ 

協定締結企業

協力要請手順

確認訓練 

・協定締結企業（福山通運）へ物資輸送等に関する相談窓

口及び協力要請手順の確認 

・浸水時緊急退避施設への開設連絡手順の確認 

要配慮者施設

避難訓練 

・小中学校，保育所，高齢者福祉施設等の要配慮者利用施

設に避難訓練の実施等を呼びかけ 

排水ポンプ車

要請手順確認

訓練 

・国・県の排水ポンプ車稼働に係る要請手順確認 

・市排水ポンプ車の配備方法手順確認 

 

 参加機関（予定，今後調整） 

市 市災害対策本部の関係部局（各支所を含む） 

国 
国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所，広島地

方気象台，土師ダム管理事務所，自衛隊三次地域事務所 

県 危機管理監，北部総務事務所，北部建設事務所 

消防 三次消防署，三次市消防団 

警察 三次警察署 

市民 自主防災組織，地域住民 

民間事業者 水防業務委託業者，災害協定等締結事業者等 

要配慮者利用施設 市立保育所，小中学校，高齢者福祉施設等 

 



令和６年度排水ポンプ車操作訓練 

実施計画 

 

１ 目的 

 近年，全国的に大雨による大規模な水害が頻発するなど内水被害が多発して

いることから，国・県・市が保有する排水ポンプ車を使用した合同訓練を実施し，

出動時の円滑な操作及び３者の緊密な連携体制の強化を図る。 

  

２ 日時 

 令和６年６月３日（月） 9：00～11：00 

 

３ 場所 

 灰塚ダム 才の峠広場（三次市三良坂町灰塚 1650） 

 

４ 主催者 

 三次市 

 

５ 参加機関 

国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所（株式会社 加藤組） 

広島県北部建設事務所（株式会社 サンヨー） 

三次市（株式会社 加藤組） 

 

６ 訓練スケジュール 

時 程 項 目 

9：00 排水ポンプ車現地到着（県・国・市） 

9：15 訓練開始式（挨拶） 

9：20 訓練開始 

10：15 訓練終了 

10：20 訓練講評 

10：35 撤収作業～解散 

 

７ 経費の負担 

 訓練を実施するために必要な経費は，訓練参加機関がそれぞれ負担する。 

 



８ 安全管理 

 次の事項に注意して，事故や怪我がないように訓練を実施すること。また，各

機関において訓練参加者に周知を図ること。 

⑴ 複数の機関が参加しているため，訓練中は接触，衝突等の事故が発生しな

いように，周囲に注意を払うこと。 

⑵ 排水作業等により，作業を行う場所が滑りやすくなる可能性があるため作

業員の転倒等に注意すること。 

⑶ 事故や怪我が発生した場合，体調がすぐれない場合は，すぐに訓練を中止

し，三次市危機管理課職員に報告すること。 

 

９ 訓練の中止等 

⑴ 当日，少雨の場合は決行する。 

⑵ 三次市に大雨・洪水警報が発表されている場合や，気象庁ホームページで

広島県北部に早期注意情報（警報の確率高）となった場合は訓練を中止と

する。 

 

10 連絡先 

 三次市危機管理監危機管理課 

  T E L：0824-62-6116 

  F A X：0824-62-2951 

   E-mail：kikikanri@city.miyoshi.hiroshima.jp 

mailto:kikikanri@city.miyoshi.hiroshima.jp

